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知
ら

お せ

◆北海道産業保健総合支援センター◆

平成27年12月から、常時使用する従業員に対してストレスチェックを実施することが事業者の義務とな

ります。

そこで、ストレスチェック制度でお悩みの実施者、事業者、制度担当者の皆様へご案内です。

◎労働者健康福祉機構では、「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を開設しました。

これにより、産業医、保健師などストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェッ

ク制度担当者などからのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取り扱いなどに関す

る相談にお答えします。

電話番号：全国統一ナビダイヤル 0570-031050 ※相談は無料ですが、通話料がかかります。

受付時間：平日10時～17時(土曜、日曜、祝日、12月29日～１月３日は除く)

◎厚生労働省では、今まで受付けた質疑につきまして、厚生労働省のホームページに「ストレスチェッ

ク制度関係Q&A」を掲載しております。

このQ&Aは、専用電話相談窓口等に寄せられた相談内容を加味して、内容の充実を図っていく予定と

なっております。

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

ストレスチェック制度
サポートダイヤルおよびQ&Aのご案内
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－生命保険「団体扱い」のお奨め－

会員の皆様が加入されている下記生命保険会社

（８社）の保険を、当会の『団体扱い契約』にし

ますと保険料が割引されます。

契約者が会員本人で『個人扱い』にてご加入さ

れているご契約がありましたら、該当の生命保険

会社担当者へ『北海道医師会の団体扱い』に変更

したい旨、お伝えいただき、所定の手続きをお願

いいたします。

記

【団体扱い生命保険会社名】

日本生命、ジブラルタ生命（旧セゾン生命分除く）、

第一生命、住友生命、明治安田生命、富国生命、

朝日生命、三井生命

※実際の割引料につきましては、ご契約の保険会

社にお問い合わせください。

※当会を退会した場合は、会員へ確認の上、個人

扱いへ変更させていただきます。

知
ら

お せ
◇医業経営・福利厚生部◇

団体扱いに変更された場合の保険料の払込方法

は、以下のとおりです。

開 業 会 員⇒「国保診療報酬」から引去

勤務医会員⇒口座振替により毎月12日に

所定の口座から振替いたします。

【口座振替 取扱銀行】

北海道銀行 本店、各支店

北洋銀行 本店、各支店

２行のみ

「問い合わせ先」

○団体扱い該当の生命保険会社

または

○北海道医師会『事業第五課』（℡011-231-1434）


